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以上 

2024 年２月 21 日 

株式会社サンデー 

株式会社サンデー（本社：青森県八戸市、代表取締役社長：川村暢朗、以下当社）は、

2024 年 4 月より、全正社員及びパートタイム従業員に対し、平均 7％の賃上げを実施

することを労使で合意しました。合わせて正社員新卒初任給の改定をいたします。 

【この件に関するお問い合わせ先】経営企画部 有馬・佐藤 電話 0178-47-8511（代表） 

2024 年 4 月より従業員の賃金引き上げ並びに 

新卒初任給の改定について 

給与改定の内容は以下の通りです。 

１.従業員の賃金の改定 

正社員、パート従業員を対象に 2024 年 4 月分から賃金引き上げます。 

 平均賃上げ率 賃上げ額一人当平均 

正社員 7.0％ 月額 17,342 円 

パートタイム従業員 7.0％ １時間当たり 65.4 円 

 

2.正社員新卒初任給の改定 

2024 年春入社の新入社員より基本給を以下の通り改定します。 

 現行 改定後 改定額 

高卒者 179,500 円 190,000 円 +10,500 円 

短大・専門卒者 189,500 円 200,000 円 +10,500 円 

大卒者 214,500 円 232,000 円 +17,500 円 

 

 

 日本経済は不安定な国際情勢を背景に、エネルギー価格高騰や円安による物価高が続い

ております。物価高により生活費が増加している中、実質賃金はマイナスが続いており、

経済成長や国内需要が足踏みを続けております。  

このような経済の下、当社は賃上げによる経済の好循環を生み出すことが重要だと考

え、昨年 4 月に正社員 6.2％、パートタイム従業員 7％の賃上げを実施し、また、10 月

には特別手当を支給するなど、様々な従業員の生活支援に取り組んでまいりました。 

今回の賃金引き上げ並びに初任給の引き上げは、従業員の継続的な経済支援に加えて、

当社の成長を支える優秀な人材の育成に向けた「人的資本投資」を最大の目的とした給与

改定と位置付けております。  

当社は、従業員満足が顧客満足につながるという考えのもと、会社を支える人材の育成 

が、地域の発展に貢献するサンデーの使命であると捉え、従業員エンゲージメントの高い

組織づくりに努めてまいります。 


